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平成30年7月12日 

別紙３（被災県が１県とした場合） 

 

四国地区緊急連絡網及び対応マニュアル 

 

▼ Phase1 超急性期 6～72時間 

 

① 災害により被災した場合、被災

状況を各法人で集約し、通信可

能な機器やツイッター等を使い

情報の発信をする。また、可能

であれば近隣施設情報の収集・

発信を行う。 

 

② 被災県災害対策本部は状況につ

いて情報収集を行い四国地区会

長施設に状況連絡を行う。 

被災地区代表施設を決定し、

被災県内各法人に発信する。 

③ 連絡を受けた被災状況を非被災

県災害対策本部と日知協に連絡

を行う。 

 

④ 非被災県の地区代表施設と対応

について検討を行う。 

 

 

⑤ 各会員施設に被災県の状況の連

絡を行うと同時に、復興に向けた

物資、人員派遣等について確認を

行う。 

 

⑥ ⑤で確認した支援内容の整理を

行う。 

 

 

⑦ 各県の支援可能内容を、四国地区

災害対策本部に送る 
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⑧ 法人施設の被害状況を確認し、

物資・人員派遣、機器の貸し出

し依頼等の情報発信を行う。 

 

⑨ 情報を集約し、物資・人員派遣、

機器の貸し出し等の依頼を四国

地区対策本部に行う。 

 

⑩ 人員派遣、機器の貸し出し等の調

整を行い、非被災県対策本部に依

頼する。状況の報告を日知協に行

う。 

 

⑪ 四国本部からの指示を受け、被災

県への物的、人的支援の決定を行

う。 

 

 

▼ Phase2 急性期 72時間～１週間 

 

 

 

 

 

⑬ 被災県災害対策本部は、支援内

容を地区代表施設に連絡する。 

 

 

⑭ 地区代表施設は、支援の受入態

勢を構築し各法人に支援内容を

連絡する。 

 

⑮ 各法人は、支援の受入を行う。

新たな情報の発信を行う。 

 

 

※四国地区福祉協会－四国地区災害対策本部 

各県協会    －各県災害対策本部 

（災害の状況により、会長施設＝各県災害対策本部とならないことも想定される） 

全 災害対策本部 

⑫ 全災害対策本部で支援・受援体制のコーディネイトを行う。 
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